
 

 

相模原市文化会館 利用料金表 
 

 

 

１ 施設基本利用料金 

（１）ホール基本利用料金                           （単位：円） 

施設／利用区分 

基本利用料金 利用区分に係る基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 
午前 

9:00～12:00 
午後 

13:00～17:00 
夜間 

18:00～22:00 

大
ホ
ー
ル 

客席数 

1,790席 

の場合 

平 日 295,400  70,900  112,250  112,250  

土曜日 

日曜日 

休 日 
384,000  92,200  145,900  145,900  

客席数 

1,240席 

の場合 

平 日 204,600  49,100  77,750  77,750  

土曜日 

日曜日 

休 日 
266,000  63,800  101,100  101,100  

多目的ホール 

平 日 40,200  9,600  15,300  15,300  

土曜日 

日曜日 

休 日 
52,200  12,500  19,850  19,850  

 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

ホールの利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金（ただし、 

加算利用料金の加算がある場合には、これを加算した額）の額の１０％の額に繰上げ及び 

延長する時間を乗じた額とする。 

 ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 

 

（２）リハーサル室等基本利用料金                        （単位：円） 

施設／利用区分 

基本利用料金 利用区分に係る基本利用料金 
１日 

9:00～22:00 
午前 

9:00～12:00 
午後 

13:00～17:00 
夜間 

18:00～22:00 

リハーサル室 36,900  10,000  13,450  13,450  

 練 習 室 10,300  2,800  3,750  3,750  

 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

リハーサル室の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 

 ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 



 

 

相模原市文化会館 利用料金表 
 

 

 

２ ホール等附属設備（楽屋等）利用料金                     （単位：円） 

施設／利用区分 
基本利用料金 利用区分に係る基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 
午前 

9:00～12:00 
午後 

13:00～17:00 
夜間 

18:00～22:00 

大ホール 

 楽屋１ 5,100  1,400  1,850  1,850  

 楽屋２ 3,900  1,100  1,400  1,400  

 楽屋３ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋４ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋５ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋６ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋７ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋８ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋９ 4,200  1,100  1,550  1,550  

 楽屋１０ 14,100  3,800  5,150  5,150  

 控室１ 3,300  900  1,200  1,200  

多 目 的 

ホ ー ル 

 控室２ 6,600  1,800  2,400  2,400  

 控室３ 6,600  1,800  2,400  2,400  

 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

ホール等附属設備の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の 

額の１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 

ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 
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３ 器具等利用料金 

（１）大ホール器具等利用料金                         （単位：円） 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

楽

器 

ピアノ 

ｽ ﾀ ｲ ﾝ ｳ ｪ ｲ

D-274 
１台 33,900 11,300 

フルコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

ヤマハCFⅢ １台 17,100 5,700 
フルコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

ヤマハC7B １台 10,200 3,400 
セミコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

大太鼓 （和太鼓） １式 1,500 500 栓胴、台、バチ付き 

舞 

台 

機 

構 

オーケストラ迫り １式 20,400 6,800 87㎡ 

大迫り １式 10,200 3,400 10.8ｍ×3.0ｍ 

小迫り １式 6,900 2,300 2.7ｍ×1.2ｍ 

スッポン迫り １式 6,900 2,300 0.9ｍ×1.2ｍ 

音響反射板 １式 33,900 11,300 ４面、天反ライト付き 

舞

台

備

品 

所作台 １式 44,100 14,700 （12尺×3尺）３１枚ほか２枚 

花道用所作台 １式 10,200 3,400 花道用揚幕、鳥屋囲含む 

鳥屋囲 １式 3,300 1,100  

平台 
１台 1,050 350 6尺×6尺 

１台 750 250 6尺×4尺以下 

松羽目 １式 13,500 4,500 正面 8間×3間 

金びょうぶ １双 3,300 1,100 8尺×2.4尺×6曲 

銀びょうぶ １双 3,300 1,100 8尺×2.4尺×6曲 

地がすり １枚 3,300 1,100 黒色又は灰色 22ｍ×7.2ｍ 

紗幕 １枚 3,300 1,100 黒色又は白色 

浅黄幕 １組 3,300 1,100 （23尺×33尺）×２ 振り竹含む 

振り竹 １式 1,800 600  

定式幕 １式 3,300 1,100 幅14間×高さ4間 

緋もうせん 
１枚 3,300 1,100 3間×6間 

１枚 750 250 1間×2間 

上敷ござ １巻 750 250  

雪かご １式 750 250  

めくり台 １台 450 150  

指揮者台 １台 450 150  

指揮者用譜面台  １台 600 200  

譜面台  １台 450 150  

譜面灯 １台 300 100  

コントラバス・チェロ椅子 １脚 300 100  

ピアノ椅子 １脚 300 100  

演台 １式 1,500 500 脇台付き 

司会者台 １台 1,050 350  

高座用座布団 １枚 750 250  

長座布団 １枚 750 250 1.8尺×6尺 



 

 

相模原市文化会館 利用料金表 
 

 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

舞

台

備

品 

ドライアイスマシン １台 3,300 1,100 ドライアイスは除く 

姿見鏡 １台 750 250   

バレエ用シート １式 17,100 5,700 接着テープ別 

スクリーン １式 6,900 2,300 幅12ｍ×高さ4.5ｍ 

移動用スクリーン １式 3,300 1,100 幅2.18ｍ×高さ1.23ｍ 

マルチプロジェクター １台 12,000 4,000  

照      

明 

クセノンピンスポットライト １台 6,900 2,300 2kWクセノン 

ランプピンスポットライト １台 3,300 1,100 1kWハロゲン 

フロントサイドライト １台 1,050 350 1kWハロゲン平凸 

第１シーリン

グライト 

1kW １台 1,050 350 1kWハロゲン平凸 

首振り １台 1,050 350 650Wハロゲン 

第２シーリングライト １台 1,500 500 1.5kWハロゲン平凸 

ボーダーライト １列 5,100 1,700 
200W×６９灯 

200W×１００灯 

アッパーホリゾントライト １列 6,900 2,300 500W×１４４灯 

ロアーホリゾントライト １列 6,900 2,300 300W×９６灯 

フットライト １列 2,700 900 60Wハロゲン９６灯 

花道フットライト １列 1,500 500 60Wハロゲン４８灯 

コンダクターライト １台 1,050 350 オケピット及び天井反射板 

トーメンタルライト １台 1,050 350 1kWハロゲン平凸 

ポータルタワーライト １台 1,050 350 1kWハロゲン平凸 

プロジェクタースポッ 

トライト 
１台 1,050 350 1kWハロゲン 

効果用マシン １台 3,300 1,100 

エフェクトマシン 

リップルマシン 

芯なしマシン 

スライドキャリア 

オーロラマシン 

ファイヤーマシン 

箱波マシン 

スピナー 

マルチストロボ １式 3,300 1,100  

ミラーボール １台 3,300 1,100 吊型、置型各１ 

ローボルトスポットライト １組 1,050 350 24V 250Wレンズレス４台１組 

ミニブルートライト １台 1,050 350 500W×２灯 

スポットラ

イト(移動

用) 

1.5kW １台 1,500 500 1.5kWハロゲンフレンネル 

1kW １台 1,050 350 

1kWハロゲン平凸 

1kWハロゲンフレンネル 

1kWビームライト 

500W １台 750 250 

500Wハロゲン平凸 

500Wハロゲンフレンネル 

500Wビームライト 

500Wフットスポットライト 

       



 

 

相模原市文化会館 利用料金表 
 

 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

照      

明 

スポットラ

イト（移動

用） 

カッター １台 1,800 600 

1kWエリプソイド30° 

1kWズームエリプソイド 

650W ITO 

ソースフォー 

音   

響 

拡声装置（マイク３本付） １式 10,200 3,400 
アンプ、スピーカー及び 

マイクスタンドを含む 

録音・再生

機器 

カセット １台 3,300 1,100  

ＣＤ １台 3,300 1,100  

ＭＤ １台 3,300 1,100  

ＤＡＴ １台 3,300 1,100  

補助ミキサー １台 3,300 1,100  

エコーマシン １台 5,100 1,700  

ステージスピーカー １台 3,300 1,100  

はね返りスピーカー １台 1,800 600  

マイク吊り装置 １式 1,800 600 マイク含まず（３点吊り） 

ステレオコンデンサーマイク １本 5,100 1,700  

ワイヤレスマイク １本 5,100 1,700 受信装置付 

超指向性マイク １本 5,100 1,700  

マイクロホン １本 3,300 1,100  

そ

の

他 

ブルーレイ／ＤＶＤプレ

イヤー 
１台 1,800 600  

ＤＶＤプレイヤー一体 

型ビデオデッキ 
１台 1,800 600  

バレエ用バー（移動型） １本 1,500 500 スタンド付き 

持込器具用電源 １kW 750 250 
持ち込み器具の電気容量による。 

1kW未満は、1kWとみなす。 

 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 

※ １回の利用料金とは１区分の料金です。ホールには「午前」「午後」「夜間」の３区分があります。 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

大ホール器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 

ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 
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（２）多目的ホール器具等利用料金                        （単位：円） 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

楽

器 
ピアノ(ヤマハCFⅢ) １台 17,100 5,700 

フルコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

 

 

舞 

 

台 

 

備 

  

品 

演台 １式 1,500 500  

司会者台 １台 1,050 350  

展示用バトン １本 750 250  

展示用パネル １枚 300 100  

バレエ用シート １枚 1,800 600 接着テープ別 

高座用座布団 １枚 750 250  

めくり台 １台 450 150  

平台 １台 750 250 6尺×3尺 

指揮者台 １台 450 150  

指揮者用譜面台 １台 600 200  

譜面台  １台 300 100  

緋もうせん １枚 750 250 9尺×9尺 

コントラバス・チェロ椅子 １脚 300 100  

ピアノ椅子 １脚 300 100  

スクリーン １式 3,300 1,100 幅9.7ｍ×高さ7.7ｍ 

マルチプロジェクター １台 12,000 4,000  

音響反射板（標準照明付） １式 9,000 3,000 
音響反射板は天井反射板のみ、照

明はスポットライト（移動用） 

照 

 

明    

ピンスポットライト １台 5,100 1,700 
1kWクセノン 

LED（クセノン500W相当） 

アッパーホリゾントライト １列 3,300 1,100 LED 

ロアーホリゾントライト １本 750 250 LED 

プロジェクタースポットライト １台 1,050 350 1kWハロゲン 

効果用マシン １台 3,300 1,100 

エフェクトマシン 

リップルマシン 

芯なしマシン 

スライドキャリア 

オーロラマシン 

ファイヤーマシン 

ローボルトスポットライト １組 1,050 350 24V250Wレンズレス４台１組 

ミニブルートライト １台 1,050 350 500W×２灯 

スポットライ

ト（移動用） 

LED平凸 

LEDフレンネル 

LEDパーライト 

１台 1,050 350  

LED ソースフォー １台 1,800 600  

展示用スポットライト １個 300 100 LED 
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種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

音  

 

 

響 

拡声装置（マイク３本付） １式 10,200 3,400 
アンプ、スピーカー及び 

マイクスタンドを含む 

録音・再生

機器 

カセット １台 3,300 1,100  

ＣＤ １台 3,300 1,100  

ＭＤ １台 3,300 1,100  

ＤＡＴ １台 3,300 1,100  

エコーマシン １台 5,100 1,700  

ステージスピーカー １台 1,800 600  

はね返りスピーカー １台 1,800 600  

マイク吊り装置 １式 1,800 600 マイク含まず（２点吊り） 

ステレオコンデンサーマイク １本 5,100 1,700  

ワイヤレスマイク １本 5,100 1,700 受信装置付 

マイクロホン １本 3,300 1,100  

そ

の

他 

ブルーレイ／ＤＶＤプレイ

ヤー 
１台 1,800 600  

持込器具用電源 １kW 750 250 
持ち込み器具の電気容量による。 

1kW未満は、1kWとみなす。 

 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 

※ １回の基本利用料金とは１区分の料金です。ホールには「午前」「午後」「夜間」の３区分があります。 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

多目的ホール器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 ただし、３０分以下の時間がある場合は、 

半額とする。 
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（３）リハーサル室器具等利用料金                         （単位：円） 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

楽

器 
ピアノ（ヤマハS400B） １台 13,500 4,500 

セミコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

備

品 
バレエ用シート １式 10,200 3,400 接着テープ別 

音

響 

ワゴンアンプ    １組 6,900 2,300 

カセットデッキ、ＣＤプレイヤー、ＭＤ

デッキ 

マイクロホン１本、スピーカー付き 

マイクロホン １本 3,300 1,100  

 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 

※ １回の利用料金とは１区分の料金です。リハーサル室には「午前」「午後」「夜間」の３区分がありま

す。 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、各利用 

区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

リハーサル室器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額 

の１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 

ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 

 

 

（４）練習室器具等利用料金                          （単位：円） 

  備 品 名 単位 
１日の 

基本利用料金 

１回の 

基本利用料金 
備    考 

ピアノ（ヤマハC3B） １台 3,300 1,100 
セミコンサート型 

（調律料別、椅子１脚付き） 

 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 

※ １回の利用料金とは１区分の料金です。練習室には「午前」「午後」「夜間」の３区分があります。 

※ 継続に係る利用料金 

利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

練習室器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 

ただし、３０分以下の時間がある場合は、半額とする。 

 


